
有料老人ホーム設置手続きの流れ 

市町高齢福祉主管課 県高齢対策課 事業者 
処理 

期間 

   
 

概ね 

３月 

～ 

４月 

   
 

概ね 

１月 

～ 

２月 

   
概ね 

１月 

～ 

２月 

   
 

概ね 

１月 

 

   
 

概ね 

３月 

～ 

６月 

※ 上記は、あくまで標準的な手続きの流れであり、個別事案ごとに異なります。 

事前相談① 

・事業計画（立地、定員、類型、事業開始時期等） 
・図面協議（配置図、平面図、各室面積表等） 
 
事前相談② 

・管理規程、入居契約書、重要事項説明書等の規程類 

※必要に応じて、開発許可、

建築確認、農地転用、消

防、給食施設担当部署等

との協議を併せて実施 

連携 

終了後 

・各市町高齢福祉主管課 
・所轄消防署 
・県建築課 
・各健康福祉センター 
・県選挙管理委員会 

・各市町高齢福祉主管課 
・所轄消防署 
・県建築課 
・各健康福祉センター 
・県選挙管理委員会 

受 理 

意見照会（副本送付） 

受理・回答依頼 

受理・市町へ送付 

事前協議済書 

受理・関係機関へ通知 

受理・関係機関へ通知 

受 理 

事前協議書（正副２部） 

受 付 

回答書 

受 付 

建築確認申請 

建築確認 

有料老人ホーム設置届 

入居者募集 
入居予定者確保 
銀行保証等 

建設工事開始届 

着 工 

事業開始 

事業開始報告書 

受 付 

意見書 

受 付 

了 承 
写しを送付 


